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頁 

 

 

 

 

 

西脇市地域防災計画 

 

資料編 

１．条例関係 

１-１ （略） 

１-２ 西脇市防災会議構成委員名簿 

■西脇市防災会議委員名簿 

 職名 備考 

〃 神姫バス㈱社営業所長 任 命 

〃 西脇市技監 指 名 

〃 西脇市市長公室長 指 名 

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

 

１-２～１-５ （略） 

 

 

 

 

 

２・３

頁 

 

 

 

 

 

西脇市地域防災計画 

 

資料編 

１．条例関係 

１-１ （略） 

１-２ 西脇市防災会議構成委員名簿 

■西脇市防災会議委員名簿 

 職名 備考 

〃 神姫バス㈱西脇営業所長 任 命 

〃 西脇市技監 指 名 

（新設） 

〃 西脇市庁舎等総合調整担当理事 指 名 

〃 西脇市健幸都市推進担当理事 指 名 

 

１-２～１-５ （略） 
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７頁 １-６ 西脇市水防協議会委員名簿 

■西脇市水防協議会委員名簿 

 職名 備考 

〃 西脇市技監 任 命 

〃 西脇市市長公室長 任 命 

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

 

 

７頁 １-６ 西脇市水防協議会委員名簿 

■西脇市水防協議会委員名簿 

 職名 備考 

〃 西脇市技監 任 命 

（新設） 

〃 西脇市庁舎等総合調整担当理事 任 命 

〃 西脇市健幸都市推進担当理事 任 命 
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48頁 ２-13 西脇市の災害 

■風水害被害関（昭和 38（1963）年～令和４（2022）年） 

№ 発生年月日 異常気

象要因 

被害状況 備考 

71 Ｈ30（20 

18）. 8.2 

3-24 

台風

第20

号 

一部損壊 3棟 

水田冠水40ha 

通行止め 8箇

所 

公的施設被害

15件 

①雨量（㎜） 

85（西脇） 105（西脇気象庁） 

115（船町） 115（中畑） 

76（杉原）70（加美） 

84（中町） 104（八千代） 

104（下野間） 

（略） 

72 Ｒ４（20 

22）. 9.1 

9-20 

台風

第14

号 

一部損壊 1棟 ①雨量（㎜） 

64（西脇）71（西脇気象庁） 

74（船町）65（中畑） 

118（加美）98（中町） 

84（八千代）81（下野間） 

②最高水位 

上戸田 1.35m（20日5：10） 

西脇 2.44m（20日１：50） 

下野間 1.62m（20日０：40） 

中町 1.64m（20日０：40） 

③災害警戒本部設置 

（9/19 11：00） 

④避難所事前開設 

（9/19 13：00） 

自主避難18人避難 

 
 

48頁 ２-13 西脇市の災害 

■風水害被害関（昭和 38（1963）年～平成 30（2018）年） 

№ 発生年月日 異常気

象要因 

被害状況 備考 

71 Ｈ30（20 

18）. 8.2 

3-24 

台風

第20

号 

一部損壊 3棟 

水田冠水40ha 

通行止め 8箇

所 

公的施設被害

15件 

①雨量（㎜） 

85（西脇） 105（西脇気象庁） 

115（船町） 115（中畑） 

76（杉原）70（加美） 

84（中町） 104（八千代） 

104（下野間） 

（略） 

（新設） 
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50頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

64頁 

３．情報収集伝達・広報関係 

３-１ 防災関係機関の連絡先一覧 

■指定地方公共機関 

機関名 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 

神姫バス株式会社（社営業所） 加東市社777-

21 

0795-42-

0075 

 

 

４．応援・協定関係 

４-１ 災害時相互応援の協定先一覧 

応援協定名 協定主体 協定相手   

災害時における物資等の

提供に関する協定 
西脇市 株式会社ハローズ 

災害時における法律相談

等に関する協定書 
西脇市 兵庫県弁護士会 

災害時における物資等の

緊急輸送等に関する協定

書 

西脇市 
一般社団法人兵庫県トラ 

ック協会 

災害時における支援物資

の受入及び配送等に関す

る協定書 

西脇市 
佐川急便株式会社 関西

支店 

災害時における資機材の

賃貸等に関する協定書 
西脇市 

株式会社ユニオンアル

ファ 

【協定の内容については、別紙に記載】 

 

50頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

64頁 

３．情報収集伝達・広報関係 

３-１ 防災関係機関の連絡先一覧 

■指定地方公共機関 

機関名 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 

神姫バス株式会社（西脇営業所） 西脇市下戸田

270-58 

0795-22-

2786 

0795-22-

7385 

 

４．応援・協定関係 

４-１ 災害時相互応援の協定先一覧 

応援協定名 協定主体 協定相手   

災害時における物資等の

提供に関する協定 
西脇市 株式会社ハローズ 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 
 

 



資料編 

- 5 - 

頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

 

255頁 

９．福祉関係 

９-１ 要配慮者利用施設一覧（浸水想定区域内ほか記載あり） 

【一覧表については、別紙に記載】 

 

255頁 

９．福祉関係 

９-１ 要配慮者利用施設一覧（浸水想定区域内ほか記載あり） 

【一覧表については、別紙に記載】 
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261頁 11．災害救助法関係 

11-１ 災害救助法による救助の基準 

（令和元（2019）年10月23日公布） 

救助の種類 費用の限度額 備考 
避難所の設置 (基本額) 

避難所設置費 
１人１日当たり 
  330円以内 
 
高齢者等の要援護者（要配

慮者）等に供与する「福祉避
難所」を設置した場合、上記
金額に当該地域において当該
特別な配慮のために必要な通
常の実費を加算することがで
きる。 

１ 費用は、避難所
の設置、維持及び
管理のための賃金
職員等雇上費、消
耗器材費、建物等
の使用謝金、借上
費又は購入費、光
熱水費並びに仮設
便所等の設置費を
含む。 

２ 避難に当たって
の輸送費は別途計
上 

応急仮設住宅
の供与 

１ 規格 １戸当たり 
〇建設型応急住宅 

応急救助の趣旨を踏まえ、
実施主体が地域の実情、世帯
構成等に応じて設定 
〇賃貸型応急住宅 

建設型応急住宅に準じる 
 

２ 限度額 １戸当たり 
〇建設型応急住宅 

5,714,000円以内 
〇借上型仮設住宅 
 地域の実情に応じた額 
 
３ 同一敷地内等におおむね

50戸以上設置した場合は、
集会施設を、50戸未満の場
合は、その戸数に応じた小
規模な施設を設置できる。
（規模、費用は別に定める
ところによる。） 

１ 費用は設置にか
かる原材料費、労
務費、付帯設備工
事費、輸送費及び
建築事務費等の一
切の経費として 

  5,714,000円以内
であればよい。 

２ 高齢者等の要援
護者（要配慮者）
を数人以上収容す 
る「福祉仮設住宅」
を設置できる。 

３ 供与期間は２年
以内 

 

261頁 11．災害救助法関係 

11-１ 災害救助法による救助の基準 

（令和元（2019）年10月23日公布） 

救助の種類 費用の限度額 備考 
避難所の設置 (基本額) 

避難所設置費 
１人１日当たり 
  330円以内 
 
高齢者等の要援護者等に供

与する「福祉避難所」を設置
した場合、上記金額に当該地
域において当該特別な配慮の
ために必要な通常の実費を加
算することができる。 

１ 費用は、避難所
の設置、維持及び
管理のための賃金
職員等雇上費、消
耗器材費、建物等
の使用謝金、借上
費又は購入費、光
熱水費並びに仮設
便所等の設置費を
含む。 

２ 避難に当たって
の輸送費は別途計
上 

応急仮設住宅
の供与 

１ 規格 １戸当たり 
〇建設型応急住宅 

応急救助の趣旨を踏まえ、
実施主体が地域の実情、世帯
構成等に応じて設定 
〇賃貸型応急住宅 

建設型応急住宅に準じる 
 

２ 限度額 １戸当たり 
〇建設型応急住宅 

5,714,000円以内 
〇借上型仮設住宅 
 地域の実情に応じた額 
 
３ 同一敷地内等におおむね

50戸以上設置した場合は、
集会施設を、50戸未満の場
合は、その戸数に応じた小
規模な施設を設置できる。
（規模、費用は別に定める
ところによる。） 

１ 費用は設置にか
かる原材料費、労
務費、付帯設備工
事費、輸送費及び
建築事務費等の一
切の経費として 

  5,714,000円以内
であればよい。 

２ 高齢者等の要援
護者等を数人以上
収容する「福祉仮
設住宅」を設置で
きる。 

３ 供与期間は２年
以内 

 

 


